
 

 

 

 

 

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、労働者供給事業者等が均

等待遇、労働条件等の明示、求職者等の

個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示等に関して

適切に対処するための指針の一部を改正

する告示案要綱 
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